
「（仮称）小軽米風力発電事業環境影響評価方法書」に対する知事意見

令和 6 年 7 月 2 日

経済産業大臣あて

本事業は、HSE株式会社が岩手県久慈市、軽米町及び洋野町において、単機出力が最大5,000

kW程度の風力発電機を最大18基（総発電出力最大90, OOOkW)設置するものであり、 再生可

能エネルギーの導入による地球温暖化対策に資するものである。

一方、対象事業実施区域には、森林法に基づき指定された土砂流出防備保安林が存在し、対象

事業実施区域及びその周辺には、岩手県自然環境保全指針（平成 11 年 3 月策定、 令和 3 年 3 月

改定）で定める「優れた自然」の保全区分において、保全区分Bランクの重要な自然環境のまと

まりの場が存在している。

また、住居等から約0.5kmの近距離に風力発電機の設置が予定されているなど、本事業の工事

の実施及び風力発電機の稼働に伴い、 騒音や景観等さまざまな影響が懸念される。

このため、本事業の実施に当たっては、 下記の措置を適切に講ずるよう、事業者に対し勧告さ

れたいQ

1 総括的事項

(1) 対象事業実施区域の一部には、森林法に基づき指定された土砂流出防備保安林が存在してい

る。 保安林は、指定の趣旨から森林以外への転用は抑制すべきものであることから、風力発電

機等の位置の検討に当たっては、保安林を除外すること。

(2)対象事業実施区域の一部には、砂防法に基づき指定された砂防指定地が存在している。 砂防

指定地は、指定の趣旨から治水上砂防のために支障のある行為は防止すべきものであることか

ら、 風力発電機等の位置の検討に当たっては、砂防指定地を除外すること。

(3) 対象事業実施区域及びその周辺では、 他事業者が計画している風力発電事業が複数存在し、

将来的に累積的な環境影響が懸念されることから、 当該事業者から環境影響に関する情報を入

手するとともに、情報が不足する場合は自ら調査し、累積的な環境影響について適切に予測及

び評価を実施すること。 また、他事業者から累積的な影響の予測及び評価に必要な情報の提供

依頼があった場合には、積極的に情報を提供し、 地域全体の環境影響の低減を図ること。

(4)環境影響の予測については、これまでの審査会の意見や専門家の助言等を踏まえつつ、入手

できる最新のデー タや知見に基づき行うとともに、 できる限り定量的な手法を用いること。

(5)事業の実施に当たっては、地元住民等へ十分な説明を行い、理解を得られるよう努めるとと

もに、地域住民の生活環境の保全に十分配慮すること。

(6)対象事業実施区域及びその周辺には、岩手県自然環境保全指針で定める「優れた自然」の保

全区分において、保全区分Bランクの重要な自然環境のまとまりの場が存在することから、専

門家の意見を聞きながら、 野生動植物の生息•生育に係る十分な調査を実施した上で、予測及

び評価すること。

(7)環境影響評価を行う過程において、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の

選定に影響を与える新たな事情が生じた場合には、必要に応じて環境影蓉評価の項目並びに予

測及び評価の手法を見直し、 又は追加的に調査、 予測及び評価を行うこと。
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